別記様式
佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場湖面利用届出書
令和　　年　　月　　日
佐賀市長　様
	届出者
	

	住　所
	〒


	連絡先
	



　佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場内において、下記利用条件を遵守し、自己責任のもと利用したいので届出いたします。
記

	１　利用の目的
	

	２　利用の場所
	佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場
（嘉瀬川ダム本体上流網場 ～ 副ダム堰下流網場　間）

	３　利用の方法
	

	４　利用に係る数量（面
積）又は人数
	船舶：　　　　　　　艇
	人数：　　　　　　　名

	５　利用の日程
	令和　　年　　月　　日（　　）
　　時　　分　　　～　　　時　　分

	６　その他（参考資料等）
	
（　添付資料　あり　[　　枚]　　・　　なし　）



利用条件
※１ 届出は利用される５開庁日前までに提出ください（メールやＦＡＸの場合、到達確認のため記入いただいた連絡先へ連絡をしますが、期限直前に提出された場合等は事前に連絡ください）。
利用日毎に届出が必要です。利用時間は９時から１７時までの間で届出てください（施設出入口の門扉は１７時で施錠します）。
嘉瀬川ダムの貯水量（水位）及び大会等のため、施設が利用できない場合があります。
※２ 届出のあった利用目的以外の利用及び利用エリア以外での利用は認めない。
[bookmark: _GoBack]※３ 他者の利用を制限して施設又は設備を利用する場合は、別途使用許可申請が必要です（詳しくは以下記載の問合せ先まで連絡をお願いします）。
※４ 船舶等を使用した釣りは禁止する。ただし、佐賀市及び嘉瀬川ダム利活用推進協議会が承認した場合を除く。
※５ 利用当日の気象情報を確認し、気象庁佐賀地方気象台から佐賀多久地区に大雨、洪水、風（台風含む）、霧、雷、雪、地震に関する注意報、警報が発令された場合は湖面の利用を停止する。
※６ 佐賀市又は嘉瀬川ダム管理支所が注意喚起を行った場合は、直ちに指示に従うこと。
※７ 湖面利用者は救命胴衣（ライフジャケット）を必ず着用すること。
※８ 利用者自身の安全対策を図ることはもちろんのこと、第三者に対して危害や迷惑等を与える行為をしないこと。
※９ 動力を使用する船舶等は利用できない。ただし、佐賀市及び嘉瀬川ダム利活用推進協議会が承認した船舶を除く。
※10ダムの水は、水道水、工業用水、かんがい用水、水力発電に利用されているので、水質汚染のないこと。
※11 利用者によるゴミ等は持ち帰ること。
※12 燃料油等の取扱いには十分注意し、万一油が流出した場合は吸着マット及びオイルフェンスにより流出拡大を防ぐこと。
※13 事故等の責任については、佐賀市で一切負わない。
※14 営利目的での利用はしないこと。
※15 湖面利用時の出入口は、佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場１箇所です。
※16 車両等での乗入れの際は、指定された場所へ駐車ください。

















	問合せ先
　佐賀市 スポーツ振興課 管理係
　 ＴＥＬ：0952-40-7361
　 ＦＡＸ：0952-40-7375
　 E-mail：sports@city.saga.lg.jp



【裏面へ続く】
